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根 拠 法 令

設 置 条 例

施 設 設 置 目 的

管 理 ･ 運 営 に 関 す る 基 本 理 念 ， 方 針 等

○水の駅「ビュー福島潟」
　自然保護と地域文化の伝承及び新たな文化の創造を目指す自然文化の情報発信施設として水の公園福島潟の中心的
な役割を担う。また、博物館的機能や美術館的機能を兼ね備えた施設でもある。
○潟来亭
　潟端の昔の民家を再現した建物で、潟の歴史や生活様式を感じながら人と人の交流の場・休憩の場を提供する。
○キャンプ場
　キャンプ場は、水の公園福島潟の宿泊スペースとして利用し、キャンプをとおして自然を体感する場所を提供す
る。

公の施設目標管理型評価書【指定管理者施設用】

都市公園法

新潟市都市公園条例

新潟市水の公園福島潟　水の駅「ビュー福島潟」、潟来亭、キャンプ場

福島潟みらい連合

１　基本理念
　　　市民と指定管理者そして行政が協働・連携して、水と土の象徴である「福島潟」を保全・復元し、自然
　　保護を行い、市民のふれあいの場、学習の場そして活動の場を提供し、地域文化の伝承と新たな文化を創
　　造する「自然文化」を推進する。

２　管理運営方針
　①市民の福島潟に対する意思を十分に尊重するとともに、市民と行政と協働・連携を図り効率的な事業の運
　　営を行うものとする。
　②「地域づくり」、「人と自然の共生」、「環境保全」を更に進め、豊かな福島潟を後世に継承していくも
　　のとする。
　③各施設の機能や設置目的を理解し、適正な管理運営を行い、その効果を最大限に発揮させるよう努力する
　　ものとする。
　④業務全般について、計画立案を行い、目標及び業務計画を策定し、業務仕様書に示す業務を適切な進捗管
　　理を行い効率的かつ効果的な管理運営を行うものとする。
　⑤入館者及び施設使用者の意見を反映させサービス向上を図ると共に、平等利用に努めるものとする。
　⑥施設の管理運営経費の削減に努めるものとする。

３　実施事業
　　福島潟の自然文化に資するため次の事業を行う。
　①福島潟の自然保護の普及及び啓発に関すること
　　（環境学習等に係る学校案内等、企画事業、環境保全事業　等）
　②福島潟の自然及び文化に関する情報の収集及び提供に関すること
　　（自然情報や地域文化の情報収集、ホームページ等での情報提供、民具等の展示　等）
　③福島潟の希少な動植物の保護及び育成に関すること
　　（オニバスやオオヒシクイ等保護育成　等）
　④市民が行う福島潟の自然又は文化に関する活動の支援に関すること
　　（各市民団体が行うイベント協力等の活動支援、ボランティアの受け入れ環境の整備　等）

平成26年4月1日 平成31年3月31日

水の駅「ビュー福島潟」：新潟市北区前新田乙493番地、潟来亭及びキャンプ場：新潟市北区新鼻乙11番地１

新潟市北区産業振興課

施 設 概 要

○水の駅「ビュー福島潟」
　延床面積2,607.74㎡／鉄骨・鉄筋造、地下1階地上7階建／管理棟／平成9年7月設置
○潟来亭
　延床面積138.29㎡／木造平屋建／集会所・休憩所／平成9年3月設置
○キャンプ場
　敷地面積4,000.00㎡／芝生、炊事場1棟、釜戸4基／キャンプ場／平成9年3月設置
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企画展の実施 年9回 年9回

各種サービス満足度
利用者アンケートの実施
で満足度が70％以上

「満足」と「大いに満足」を
合わせると98％

市 民

1階カウンター年間93,552
人/有料入館者数年間
42,444人

評価指標 評価コメント
※

入館者数（1階カ
ウンター）が指標
を下回った。

水の駅「ビュー福島潟」入館
者数（1階カウンター）年間
97,000人/有料入館者数年
間40,000人

指標を大きく上
回った。

適正な財政運営、財務管理
収支計画に基づく収入の確
保及び費用の執行、収支状
況記録の適正な管理

適正な記録・管理を行っ
た。

設置目的に合致した自主
事業の実施

管理運営経費を指定管理
料年度協定額以下

年度協定額以上
の支出があった。

1階ｼｮｯﾌﾟ、3階喫茶まこも
の運営。イベントは夕方ｺﾝ
ｻｰﾄ、潟ｷｬﾝﾌﾟ、潟と田ん
ぼを計9回実施。

業 務

人 材

評価項目

施設入館者数

自主事業の実施

事業の適正な実施

福島潟の自然環境に関する
普及啓発

運営経費の削減

財 務

苦情・要望に対する対応

職員研修会は6月に実施。

安心安全の確保
防災等訓練年2回、緊急連
絡網と危機管理マニュア
ルの整備

夏の暑さ等天候の影響で
光熱費が予算超過し、経
費が指定管理料年度協定
額を116,241円オーバーし
た。

環境学習等案内100回以
上、各種体験講座、観察
会20回以上

環境学習等案内161回、う
ち学校案内50回。職場体
験7校、各種観察会30回
266名実施。

指標を大幅に上
回る事業を実施し
た。

業務仕様書等に定める事
業の実施及び遵守と業務
マニュアルの作成

業務仕様書に定める事業
を適正に行った。

実績

労働関係法令を遵守し労
務管理を行った。

配置人員のミッションの理解
度とスキルの習得度

職員研修を年2回以上実施

防火訓練、避難訓練を11
月に実施。緊急連絡網、
危機管理マニュアルを整
備し緊急時に備えた。

自然指導員人材育成
自然系専門知識習得の職
場内研修等を年4回以上実
施

指標を上回る研修
を行った。

労働基準の充足 労働関係法令の遵守

自然系専門知識習得のた
めの職場内研修はOJT教
育を基本とし、現場に即し
た活きた教育に主眼をお
き随時実施した。

苦情・要望には5営業日以
内に回答

苦情・要望については5営
業日以内に適切に対応し
た。

事件・事故発生時の対応の
適切さ

市民が行う自然文化活動の
支援・協働・連携

希少な動植物の保護及び
育成

福島潟の自然文化に関する
情報の収集及び提供

多数の市民団体
と指標を上回る活
動を行った。

指標を上回る活動
を行った。

指標を大きく上
回った。

AED研修会は未受講者を
対象に11月実施。館内1
階、潟来亭とAED2台体制
で事件事故に備えている。

ねっとわーく福島潟、ヨシ
あし和紙の会、染めの会、
鳥彫会、めぐみの会、潟舟
の会、ときピク隊等と連携
し 30回のイベントを実施。

オオヒシクイ調査15回、オ
オヒシクイ案内所5回114
人、オニバス案内13回887
人、希少植物保護活動イ
ベント3回、合計36回。

自然情報の収集は週2回
以上。地元学第18弾は「ト
ンボのいる水辺はよい水
辺」を実施。ホームページ
のほか、Facebookで水の
駅「ビュー福島潟」とクイク
イの2つを運営し、合計527
回更新した。

AED等救急機器の使用法研
修を実施、事件事故時適
切な対応

通年で良好な対応、市民
団体が行う活動の支援や
連携イベント20回以上

オオヒシクイやオニバス
等の調査、啓発活動随
時、希少な動植物に関わ
るイベント30回

自然情報の収集週1回以
上、地元学イベントの開
催、ホームページ等の更
新150回以上



指定管理者記載欄（アピールしたい事項・未達成項目への改善策等）

所 管 課 に よ る 総 合 評 価 （ 所 見 ）

・1階カウンター数は93,552人（昨年88,409人）で昨年比105.8%、有料入館者数は42,444人（昨年39,005人）で昨年対比
108.8％であった。福島潟を訪れる絶対数を増やすために来年度は菜の花以後の植栽を行い来訪者数のピークをもう一
つ作っていく。
・年間会員数の維持拡大のため有効期限切れの会員に対してのご案内を行っていく。
・光熱費の増大に対しては2月より新電力への切り替えを実施している。
・環境学習等案内、各種観察会回数は目標値を大きくクリアーしており、福島潟の自然環境に関する普及啓発活動に大い
に資することが出来た。
・飛び立ち調査、周辺調査によるオオヒシクイの越冬行動調査やオオヒシクイ案内所、オニバス案内所による希少動植物
に関わる啓発活動、2013年から続けているトヨタソーシャルフェスを通した希少種保護およびその啓発活動は今後も継続
していく。
・市民団体、行政、地域との協働・連携は特に力を入れてきたところであるが、環境学習対応や福島潟マルシェ、他イベン
トを通して、水の公園福島潟の関連諸施設、近隣文化施設（豊栄図書館、北区郷土博物館）との連携をさらに強化してい
く。

　H30年度は屋上・外壁工事の影響で、当施設の魅力の一つである景観が損なわれる時期もあったが、有料入館者数は
増加し、指標を上回る結果となった。一方、1階カウンターでの入場者数が昨年度に比べて増加したものの、指標を下回る
結果となった。指定期間5年間を通して入館者数が減少傾向であることから、入館者数増加の取り組みが今後の課題とな
る。
　指定管理者制度の指定期間5年が終了し、これまでの福島潟の自然文化に資する取り組みの実績、市民団体や企業、
学生などと連携して多くのイベントを実施し、良好な関係を築いてきたことは大変評価できる。また、利用者アンケートの評
価も高く、事故・苦情に対する対応も概ね良好であった。
　今後5年間は入館者数の記録・分析をしっかりと行い、増加に向けた施設運営及びイベント運営に生かしてもらいたい。
また、福島潟自然文化基金への寄付（年間会員数）も減少傾向にあることから、今後の対応に期待したい。

【評価基準】
Ａ：要求水準（評価指標）を達成し、かつその達成度・内容が優れている
Ｂ：要求水準（評価指標）が達成されている
Ｃ：要求水準（評価指標）が達成されていない
※評価について、「A」を付ける場合は「優れている点」を、「C」を付ける場合は「達成されていない点」を、「評価コメ
ント」欄に明記してください。（評価指標が達成されているだけなら「B評価」で、その達成度や内容が優れていな
ければ「A評価」とはなりませんので、ご注意ください。）


